
○ 次の①～⑦の条件をすべて満たしている個人のお客様

①

②

③

④

⑤

⑥

① 住宅の増改築および住宅設備機器※購入および設備設置工事資金

※太陽光発電システム、介護機器等

② 外構・造園・エクステリア等工事資金

③ ①②の資金と住宅ローン借換資金との合算資金

④ ③の資金と合算での家電・家具等のリフォーム工事と同時購入資金

⑤ 既リフォームローン借換資金

○

○

当初のお借入利率を、完済時まで適用いたします。

○

※ボーナス返済の併用可(ボーナス返済元本は融資金額の50%以内とさせていただきます)

○

○

※ その他、当連合会の所定の審査の結果、必要となる場合があります。

○

①

②

③

④

○

○ お借入利率やご返済額の試算については、店頭までお気軽にお問い合わせください。

お借入時の年齢が満20歳以上で、最終返済時の年齢が81歳以下の方

変動金利のお借入利率は基準日(4月1日、10月1日)の基準金利(短期プライムレート)により、年
2回見直しを行います(変更後のお借入利率については、6月・12月の約定日翌日から適用いた
します)。

安定継続した収入が見込める方

対象不動産が、申込本人または配偶者、親、祖父母、子の所有であること（同居の有無問
わず）

原則として、保証会社(株式会社ジャックス)の保証が受けられる方

リフォームローン、または住宅ローンの借換を資金使途に含む場合、その借換対象ローン
で直近6ヵ月以内に返済遅延がない方

過去に不渡り、延滞等の事故がない方

（令和4年7月1日現在）

10万円以上500万円以内(1万円単位)  

株式会社ジャックス

毎月元利均等返済

不要

6ヶ月以上20年以内(1ヶ月単位)

お申込みに際しては、当連合会および保証会社において所定の審査をさせていただきます。審
査の結果により、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

原則として不要

※太陽光発電システム購入資金関連は、15年以内を上限
※リフォームローン借換資金は、借換対象ローンの残存償還期間内且つ、15年以内

【変動金利型】

【固定金利型】

本人確認資料(運転免許証または健康保険証の写し)

所得を証明する書類(融資金額が300万円以下の場合は省略可能)

・給与所得者の方は、源泉徴収票または住民税決定通知書の写し

・自営業者の方は、納税証明書(1,2)または確定申告書(税務署受付印があるもの)の写し

・漁協組合員の方は、漁協組合長が発行する収入証明書

・お借換の対象となるローンの抵当権抹消後の登記簿謄本（住宅ローンの借換を含む場
合）

資金使途を証明する書類（見積書または注文書等の写し）

※ 家電、家具等のリフォーム工事と同時購入資金については50万円以内の場合は不要

資金使途に借換を含む場合、上記①～③に加えて、次の書類が必要となります。

・対象となる借換の償還表等の写し

・直近6ヶ月間で返済遅延がないことを証明する書類

なぎさ無担保リフォームローン 商品概要

お使いみち

お借入期間

お借入利率

担保

保証会社

お申込みにあたって

必要な資料

ご返済方法

その他

ご利用いただける方

お借入金額

保証人


